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○特定調達契約の落札者等の公示 

さいたま市公告（調達）第３６号 

次のとおり落札者等について公示します。 

令和８年３月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

「掲載事項」 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

 

①３６－１ ②さいたま市市税等収納滞納帳票作成業務 ③さいたま市財政局税務部収納対策課 さ

いたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月１０日 ⑤株式会社コタニ浦和営業所 所長 平沢

貴夫 さいたま市浦和区仲町二丁目１４番７－２０３号 ⑥３６，７２８，９８９円 ⑦一般競争入

札 ⑧令和８年１月２１日 さいたま市公告（調達）第５号 
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①３６－２ ②さいたま市介護保険システム運用支援業務 一式 ③さいたま市福祉局長寿応援

部介護保険課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月５日 ⑤富士通Ｊａｐａｎ株式

会社首都圏事業部（埼玉） シニアディレクター 佐藤拓 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ 

⑥１３１，１２０，０００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条第１項第１号該当 

 

①３６－３ ②さいたま市障害福祉システム保守業務 ③さいたま市福祉局障害福祉部障害福祉課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和８年３月４日 ⑤富士通Ｊａｐａｎ株式会社首都圏事業部

（埼玉） シニアディレクター 佐藤拓 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ ⑥４３，１２

０，０００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第

１１条第１項第１号該当 

 

①３６－４ ②消防救急デジタル無線基地局設備保守業務 一式 ③さいたま市消防局警防部指令課 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ ④令和８年２月２６日 ⑤ＮＴＴ東日本株式会社埼玉事業部 

執行役員埼玉事業部長 小池哲哉 さいたま市浦和区常盤５－８－１７ ⑥３６，１９０，０００円 

⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第

１号該当 

 

 

〇競争入札参加資格審査に関する告示 

さいたま市告示第４３５号 

さいたま市水道局告示第３８号 

令和７年度及び令和８年度において、さいたま市及びさいたま市水道局が発注する施設、その他又

は物品の小規模な修繕請負契約に係る事業者の登録について必要な事項の定めを変更したので、次の

とおり公示する。 

令和８年３月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 

１ 用語の定義 

この告示において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 小規模修繕 

内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易な１００万円以下の小規模な修繕請負のことをいう。 

⑵ 登録名簿 

さいたま市小規模修繕業者登録名簿のことをいう。 

⑶ 業者登録 

小規模修繕の契約を希望する事業者を、登録名簿に登載することをいう。 

⑷ 市長等 

さいたま市長及びさいたま市水道事業管理者のことをいう。 

 ⑸ 申請者 



3 

   業者登録を希望する事業者のことをいう。 

 ⑹ 電子申請 

   電子情報処理組織（市長等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請者

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用した申請

のことをいう。 

 ⑺ 申請書類 

   業者登録に関する申請書類のことをいう。 

２ 小規模修繕業者登録をすることができない者 

小規模修繕業者登録を希望する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、業者登録をすること

ができない。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の４第１項

に掲げる者 
⑵ 施行令１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の競争入札に参加させないこととされた

者 

⑶ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が、その事業活動を支配している場合、その他暴

力団員との関係が特に認められる場合であって、市長等が不適格であると認める者 

⑷ 国税（消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税、個人事業主にあっては申告所得税

及び復興特別所得税）について未納がある者又はこれに未納があり分割納付中である者 

⑸ 地方税（法人にあっては法人市民税、個人事業主にあっては個人市民税）について未納がある

者又はこれに未納があり分割納入中である者 

⑹ 個人事業主の場合は、さいたま市に住民登録を有しない者、さいたま市内に本店を有しない者

又はさいたま市外にある事業所で登録をしようとする者 

⑺ 法人の場合は、さいたま市内に主たる営業所（本社・本店等）を有しない者又はさいたま市外

にある事業所で登録をしようとする者 

⑻ さいたま市の実施する競争入札の参加資格に関する審査を受け、さいたま市競争入札参加資格

者名簿に登載されている者 

⑼ 次に掲げる者は、その資格の有効期限内において資格審査を受けることができない。 

ア 一度登録の申請を受けた登録業務を他の登録業務に変更しようとする者 

イ 一度登録の申請を受けた登録業務について、再度登録の申請を受けようとする者 

ウ 登録の有効期間内に申請することができる登録業務の上限まで既に申請を行った者 

３ 登録業務等 

⑴ 登録業務の区分は次表に掲げるとおりとする。 

大工 内装 屋根 

畳 ふすま・障子 ガラス 

給排水設備 給湯設備 トイレ 

サッシ・カーテン 空調設備 ガス管配管設備 

厨房設備 電気設備 ドア・シャッター 
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塗装 防犯設備 外構・フェンス 

その他修繕 物品修繕 

⑵ 登録の有効期間内に申請することができる登録業務の数は５以内とする。 

４ 業者登録の方法 

 ⑴ 申請方法 

 申請者は、次のいずれか方法で申請するものとする。 

  ア さいたま市電子申請・届出サービスを利用した電子申請 

  イ 申請書類を郵送又は持参 

 ⑵ 提出資料 

申請者は、次に掲げる申請書類を市長等に提出するものとする。 

  ア 小規模修繕業者登録申請書【申請書類を郵送又は持参する場合のみ対象】 

イ 小規模修繕登録希望業務申請書【申請書類を郵送又は持参する場合のみ対象】 

ウ 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書（写し可）【法人のみ対象】 

エ 身分（元）証明書（写し可）【個人事業主のみ対象】 

オ 後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書

（被補助人にあっては、後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書）（写し可）【個人

事業主のみ対象】 

カ 「法人税」及び「消費税及地方消費税」の納税証明書（その３の３）又はこれと同じ税目に

ついて交付された納税証明書（その３）（写し可）【法人のみ対象】 

キ 「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」の納税証明書（その３の２）

又はこれと同じ税目について交付された納税証明書（その３）（写し可）【個人事業主のみ対象】 

ク さいたま市の市税納税証明書（写し可）【納付状況等照会に同意しない場合のみ対象】 

ケ 委任状【代理人を設置する場合のみ対象】 

コ 行政書士委任状【行政書士による代理申請の場合のみ対象】 

サ その他必要と認める書類 

⑶ 申請書類等の取得方法 

ア さいたま市ホームページからダウンロードできる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/011/003/p003077.html 

イ 次の場所において無償で配布する。 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契 

約課 

５ 業者登録の申請受付 

 ⑴ 受付期間 

  令和８年３月１６日から令和９年２月１５日まで 

ただし、申請書類を郵送又は持参する場合は、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く。 

 ⑵ 提出先 

   ４⑶イに同じ 

６ 登録名簿への登載 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/011/003/p003077.html
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市長等は、登録の申請があったときはこれを審査し、適格と認めたときは、登録名簿に登載し、

一般に公開する。 

７ 登録の有効期間 

登録名簿に登載された日から令和９年３月３１日まで 

８ 業者登録結果の通知 

業者登録の結果については、次のとおり通知する。 

 ⑴ 申請方法が４⑴アの場合 

   さいたま市電子申請・届出サービスにより通知する。 

 ⑵ 申請方法が４⑴イの場合 

   郵送により通知する。 

９ 変更等の届出 

登録名簿に登載された者は、申請内容に変更が生じたときは、直ちに関係書類を添えて市長等に

対し届け出るものとする。 

１０ 登録名簿からの抹消 

市長等は次の各号のいずれかに該当するときは、その者を登録名簿から抹消するものとする。 

⑴ ２⑴、⑵、⑶、⑹、⑺又は⑻に該当する者となったとき。 

⑵ 登録名簿からの抹消を申し出たとき。 

⑶ その他市長等が必要と認めるとき。 

１１ 資料提出等の請求 

市長等は、必要があると認めるときは、この告示に定めるもののほか、小規模修繕業者登録の

申請をした者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。 

１２ その他 

詳細は、令和７・８年度さいたま市小規模修繕業者登録申請の手引による。 

 

さいたま市告示第５１６号 

さいたま市水道局告示第４２号 

さいたま市及びさいたま市水道局が発注する建設工事の請負、設計、調査及び測量の業務の委託、

道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務の委託の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参

加する者に必要な資格及びその申請方法等を定めた告示（令和６年７月２６日さいたま市告示第１２

９４号及びさいたま市水道局告示第９９号）１７の規定に基づき追加の資格審査を実施するので、次

のとおり公示する。 
令和８年３月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 

１ 資格審査申請の受付 

⑴ 受付期間  

新規：令和８年５月１日から令和８年５月１５日まで 

追加：令和８年５月１日から令和８年５月２２日まで 
⑵ 受付方法 
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資格審査を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、原則として、電子情報処理組織（参

加自治体に属する知事、市長、町長又は村長等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以

下同じ。）と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。）を使用して競争入札参加資格申請をするものとする。 

⑶ 提出先 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 埼玉県総務部入札審査課審査担当 

（工事） 

⑷ その他 

令和７・８年度建設工事請負等競争入札参加資格審査申請の手引第４回申請（新規・追加）用

による。 

２ 競争入札参加資格の有効期間 

令和８年８月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

〔水道局〕 

○特定調達契約の落札者等の公示 
さいたま市水道局公告（調達）第９号 

次のとおり落札者等について公示します。 

令和８年３月３１日 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 

 
①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

 

①９－１ ②マッピングシステム更新入力業務（単価契約） 一式 ③さいたま市水道局業務部管財

課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和８年２月１３日 ⑤水道マッピングシステム株式

会社 代表取締役 佐藤清和 東京都新宿区内藤町８７番地 ⑥⑴マッピングデータ入力作業 ア 

配水管等更新（配・導・送水管・弁栓類） (ｱ)建設工事（登録） １２８円／ｍ（単価） 建設工事

（削除） ５７円／ｍ（単価） (ｲ)管理工事（登録） １９１円／ｍ（単価） 管理工事（削除） １

４３円／ｍ（単価） (ｳ)弁栓工事（登録） １，２０７円／個（単価） 弁栓工事（削除） ６８２

円／個（単価） 弁栓工事（変更） ９４５円／個（単価） イ 給水管等更新 (ｱ)新設工事（登録） 

４，５４５円／件（単価） (ｲ)改造工事（登録・削除） ６，４０８円／件（単価） (ｳ)撤去工事

（削除） ２，００４円／件（単価） (ｴ)取付替工事（登録・削除） ４，８３８円／件（単価） (ｵ)

井水シンボル（登録・削除・変更） ４６１円／個（単価） ウ 漏水情報更新 漏水シンボル（登

録） ４９２円／個（単価） エ 委託点検情報更新 (ｱ)点検シンボル（登録） １，０３０円／個

（単価） (ｲ)漏水探知データ（登録） ４４６,５４５円／回（単価） オ 配水支管未布設路線選

定支援システム更新作業 (ｱ)ポリゴン（登録） ８５２円／件（単価） ポリゴン（削除） ３９２

円／件（単価） (ｲ)漏水シンボル（削除） ４３２円／個（単価） カ 地形図修正等 (ｱ)名称（登
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録） ７２１円／件（単価） 名称（削除） ４４４円／件（単価） (ｲ)ライン（登録） ２２円／

ｍ（単価） ライン（削除） １１円／ｍ（単価） (ｳ)ボーリングシンボル（登録） １，１１０円

／個（単価） キ 配水管仮入力等 仮入力等 ３５，８８０円／人日（単価） ク 地形・属性デ

ータ変換等作業 (ｱ)市内全域変換 ６２３，２４３円／回（単価） (ｲ)一部区域変換 ２８１，６

４７円／回（単価） ケ 設定変更等 (ｱ)設定変更等 ７１，９９０円／人日（単価） (ｲ) 漏水

探知データ ５９,４６７円／人日（単価） (ｳ)給水管撤去データ ４４６,５４５円／回（単価） ⑵

ファイリングデータ入力作業 ア 配・給水管等原図（Ａ０まで）（登録） １，８９１円／枚（単価） 

イ 配・給水管等原図（Ａ０まで・差替）（登録・削除） ２，２８３円／枚（単価） ウ 配・給水

管等（Ａ３まで）（登録） ５６８円／枚（単価） エ 配・給水管等（Ａ３まで・差替）（登録・削

除） ８３０円／枚（単価） オ 画像データ（ＣＤ等）（登録） ９２４円／件（単価） カ 画像

データ（ＣＤ等）※変換作業含む（登録）７３３円／枚 キ 私道部における配水管布設承諾書等（登

録） ９２４円／枚（単価） ク ファイリングデータ修正・削除（修正・削除） ５５５円／枚（単

価） ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年

政令第３７２号）第１１条第１項第１号該当 

 

①９－２ ②営業系業務に関する水道料金システム電算処理等業務 一式 ③さいたま市水道局業務

部管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和８年２月９日 ⑤一般財団法人埼玉水道サ

ービス公社 代表理事 中村幸司 さいたま市北区東大成町二丁目４４５番地１ ⑥１７２，０１５，

８００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１

条第１項第１号該当 

 

①９－３ ②水道局基幹系システム機器管理業務 一式 ③さいたま市水道局業務部管財課 さいた

ま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和８年２月９日 ⑤一般財団法人埼玉水道サービス公社 代表

理事 中村幸司 さいたま市北区東大成町二丁目４４５番地１ ⑥４１，６２２，５９６円 ⑦随意

契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該

当 

 

①９－４ ②水道局基幹系システム管理業務【単価契約】 一式 ③さいたま市水道局業務部管財課 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和８年２月９日 ⑤一般財団法人埼玉水道サービス公社 

代表理事 中村幸司 さいたま市北区東大成町二丁目４４５番地１ ⑥ア 水道料金システム管理作

業 ４，３７５，０００円（月額） イ 企業会計システム管理作業 １，９５３，１００円（月額） 

ウ 個別業務サブシステム管理作業 ９０，０００円（月額） エ ネットワーク維持管理運用業務 

９７８，４６７円（月額） オ その他システムに係る支援作業 ９２，４００円／回（単価） ⑦

随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１

号該当 


